
特記仕様書：§１ スクリーン
図面1の7頁目「地下1階上部平面図」を見ると、二次処理水は
スクリーンの外側から内側に入る機器をふまえた土木構造・機
器仕様と考えます。その理解でよろしいでしょうか？
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1 仕様の変更はできません。

特記仕様書：§１４ 急速ろ過池
５．特記事項に「逆洗時における流量均等性確保を目的とし
て、隣接ブロック間に連通個所を設けること。また、ブロック間
の接続部は、EPDM 製シール材（金型成型品）によりシール性
を高めること。」とあります。仕様の変更は可能でしょうか？

ご理解のとおりです。
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